
太陽光発電設備・蓄電池の新しい補助金制度が始まりました

リチウムイオン電池の火災が増えています

　これまでの市の補助金に加え、新たに兵庫県補助金を活用した自家消費型住宅用太陽光発電設備
等の導入補助を開始しました。　　　 《申込み・問合せ》コウノトリ共生課脱炭素推進室☎21-9136

　「リチウムイオン電池」は、モバイルバッテリーやスマホ、コードレス家電など、充電できるさま
ざまな製品に使われていますが、近年、誤った使用方法や不具合による火災が急増しています。

《問合せ》豊岡消防署調査係☎24-8039

▶補助対象
▷ 太陽光発電設備
　 １kW当たり７万円
　（上限５kW、最大35万円）
▷ 定置用蓄電池
　 補助対象経費に３分の１を乗じて得た額
　（最大23.5万円）
▶主な補助要件
▷太陽光発電設備と定置用蓄電池を同時設置
すること

▷太陽光発電設備は、市内で自ら所有し居住
する新築または既築戸建て住宅および付随
する倉庫などの屋根に設置すること

▷ＦＩＴ制度の認定を取得しないこと
▷発電した電力量の30％以上を、設置した住
宅などの敷地内で自ら消費すること

＜実際の火災事例＞
・非純正品のバッテリーを充電中に突然発火
・リコール対象製品の電動アシスト自転車を
使用し続けてバッテリーから発火

・夏場に高温の自動車内に置いていたモバイ
ルバッテリーが発火

＜こんなときは危険＞
・充電中や使用中に発熱している
・過去に落下させたことがある
・バッテリーが膨らみ、変形している
・車のダッシュボードの上など、高温となる
場所に長時間放置する

※これらに当てはまる場合は、火災の危険が
あります

▷申請時点で契約を締結していないこと、未
着工であること
▷2026年１月19日までに実績報告書の提出を
完了すること
▶申請方法など
　申請の流れおよび必要書類の詳細は、市ホ
ームページで確認してください。
▶注意事項
　他の補助金制度との併給は
できません。

＜火災を防ぐポイント＞
・製品に衝撃を与えない。むやみに分解しない
・製造事業者が指定する充電器やバッテリー
を使用する
・万が一の被害に備え、不燃性のケースなど
に収納する
・製造・輸入事業者や販売事業者が確かな製
品を購入する

＜ごみ出し注意＞
　ごみ処理施設でリチウムイオン電池が原因
の火災が多発しています。ごみ出しの時は、
透明な袋（中身のわかるもの）に入れ、他のご
みとは必ず分別してください

市ホームページ

◀日常生活で使用している
製品の中にもリチウム電
池は多く使用されている

クローズアップ豊岡
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国民年金のお知らせ
社会保険料控除証明書が届きます
　国民年金保険料は、納付した全額が所得税および住民税の社会保険料控除の対象となります。
　年末調整や確定申告の際に、日本年金機構から届く「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」を
添付してください。
　また、家族の国民年金保険料を納付した場合、納付額の全額を納付した方の社会保険料控除に加
えることができます。家族宛てに送られた控除証明書を添付し申告してください。
　控除証明書は電子データでの送付も行っています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログ
インし、電子送付希望の登録を行うと、マイナポータルの「お知らせ」で電子データを受け取ること
ができます。

■社会保険料控除証明書が届く時期（予定）
▶１月から９月の間に納付した方＝10月下旬から11月上旬にかけて順次送付
▶10月１日以降、今年初めて納付した方＝翌年２月上旬
■社会保険料控除証明書紛失などの照会先
・ナビダイヤル　0570-003-004（050から始まる電話は、03-6630-2525）
・豊岡年金事務所　0796-22-0948

障害基礎年金
　病気やけがで生活が制限さ
れるようになった場合に支給
される年金です。
▶受給要件
①障害の原因となった病気や
けがで、初めて医師の診療
を受けた日（初診日）に、国
民年金に加入していること
※国民年金に加入していない
20歳前や60歳以上65歳未満
の期間に初診日があるとき
も含む。
※老齢基礎年金の受給者は除
く。
②障害認定日（原則、初診日か
ら１年６カ月を経過した日）
または、障害認定日以降に
状態が重くなった場合には
65歳に達する日の前日まで
に、国民年金法で定める１
級または２級に該当してい
ること
③初診日の前日において、初
診日の属する月の前々月ま
でに一定の保険料が納付ま
たは免除されていること。
または、初診日の属する月
の前々月までの直近１年間
に保険料の未納がないこと

産前産後期間の保険料免除制度
▶ 対象者　「国民年金第１号被
保険者」で出産日が2019年
２月１日以降の方
▶ 届出時期　出産予定日の６
カ月前から
▶ 保険料の免除期間　出産予
定日または出産日が属する
月の前月から4カ月分の保険
料を免除
※多胎妊娠の場合、出産予定
日または出産日が属する月
の3カ月前から6カ月間の保
険料を免除
▷産前産後期間として認めら
れた期間は、保険料を納付
したものとして老齢基礎年
金の受給額に反映されます。
▷産前産後免除期間中も付加
保険料を納付することがで
きます。

※付加保険料を上乗せして納め
ると、将来の年金額に「200
円×付加保険料を納めた月数」
の付加年金が加算されます。
▷マイナンバーカードをお持
ちの方は、スマホなどでマ
イナポータルを利用した電
子申請ができます。

国民年金保険料の追納制度
　国民年金保険料の免除、学
生納付特例や納付猶予を受けた
期間があると、保険料を全額納
めたときに比べ、年金額が少な
くなります。ただし、10年以内
であれば保険料を後払い（追納）
して、将来受け取る年金額を増
やすことができます。また、追
納された保険料は、全額社会
保険料控除の対象となり、所得
税・住民税が軽減される場合が
あります。追納制度の利用には
申込みが必要です。
▶注意事項
　追納は、免除などを受けた
期間のうち、原則、古い期間
の保険料から納めることにな
ります。
　免除などを受けた期間の翌
年度から数えて３年度目以降
に追納する場合は、当時の保
険料額に一定の加算額が上乗
せされます。

《問合せ》
　国保・年金課☎21-9061
　または、各振興局市民福祉課
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